
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第6条第1項の規定による政党支部の届出があったので、同法第7条の2第1項及び同法施行令第8条第2項の規定に

基づき、その名称等を次のとおり公表する。

令和５年12月11日

北海道選挙管理委員会委員長　　石　塚　　正　寛　　　　　　

 （ 令和５年６月分 ）

当該政治団体を支部
とする政党の名称

（政党本部の名称）
政党支部の名称

主たる活動区域が1以上の市町村
又は選挙区の区域を単位として

設けられる支部か否かの別
届　出　先 備考

参政党 参政党北海道第１支部 有 事務局

参政党 参政党北海道第５支部 有 事務局

参政党 参政党北海道第４支部 有 事務局

参政党 参政党北海道第１１支部 有 十勝支所


